
★ 

建
築
士
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
規
則
第
三
十
四
号
）
（
建
築
課
） 

 
一 
改
正
の
要
旨 

 

 
建
築
士
法
施
行
規
則
の
一
部
が
改
正
さ
れ
、
一
級
建
築
士
の
合
格
者
の
公
告
事
項
が
氏
名
か
ら
受
験

番
号
に
改
め
ら
れ
た
こ
と
を
踏
ま
え
、
二
級
建
築
士
及
び
木
造
建
築
士
に
つ
い
て
、
同
様
の
改
正
を
行

っ
た
。 

二 

施
行
期
日 

 
 

令
和
四
年
四
月
四
日 

 


